
内
閣
衆
質
一
四
九
第
四
号

平
成
十
二
年
八
月
八
日

内
閣
総
理
大
臣

森

喜

朗

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
我
が
国
官
庁
の
秘
密
保
全
体
制
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
二
年
八
月
八
日
受
領

答

弁

第

四

号



衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
我
が
国
官
庁
の
秘
密
保
全
体
制
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
本
年
二
月
十
四
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
志
位
和
夫
委
員
が
提
示
し
た
「
海
上
施
設
に
係
る
技
術
検

討
・
評
価
報
告
書
」
と
題
す
る
資
料
（
以
下
「
本
件
資
料
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
技
術
支
援
グ
ル
ー
プ
が
作
成
し
、

米
側
作
成
資
料
及
び
普
天
間
代
替
へ
リ
ポ
ー
ト
検
討
の
た
め
の
特
別
作
業
班
等
の
協
議
に
基
づ
く
同
へ
リ
ポ
ー
ト
に
お
け
る

米
軍
の
運
用
所
要
を
記
載
し
た
か
の
ご
と
き
外
見
と
内
容
を
有
し
て
い
る
。
一
般
に
、
日
米
の
信
頼
関
係
を
維
持
す
る
こ
と

に
よ
り
、
円
滑
な
日
米
安
保
体
制
の
運
用
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
外
見
と
内
容
を
有
す
る
本
件

資
料
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
技
術
支
援
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
す
べ
き
も
の
で
は

な
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
は
、
い
ず
れ
も
、
本
件
資
料
が
技
術
支
援
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

公
安
調
査
庁
に
お
け
る
秘
密
保
全
の
た
め
の
規
則
の
す
べ
て
に
つ
き
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
同
庁
の
今
後
の
業
務
遂
行

に
重
大
な
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一



二
の
�
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
け
る
秘
密
保
全
の
た
め
の
規
則
の
す
べ
て
に
つ
き
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
同
省
の
今
後
の
業
務
遂
行
に
支

障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
資
料
に
は
、
い
ず
れ
も
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
条
に
い
う
秘
密
に
該
当

す
る
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

仮
に
御
指
摘
の
資
料
が
御
指
摘
の
人
物
に
渡
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

現
在
、
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規

定
す
る
防
衛
秘
密
を
取
り
扱
っ
て
い
る
国
の
行
政
機
関
の
長
は
、
防
衛
庁
長
官
及
び
通
商
産
業
大
臣
で
あ
る
。

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
防
衛
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
三
十
三
年
防
衛
庁
訓
令
第
五
十
一
号
）
を
定
め
、
当
該

訓
令
に
基
づ
き
、
防
衛
秘
密
に
属
す
る
事
項
又
は
防
衛
秘
密
に
属
す
る
文
書
、
図
画
若
し
く
は
物
件
の
複
製
、
送
達
、
伝

二



達
、
接
受
、
保
管
、
破
棄
等
そ
の
取
扱
い
に
関
し
、
防
衛
秘
密
の
保
護
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

当
該
訓
令
は
別
紙
の
と
お
り
で
あ
る
。

通
商
産
業
省
に
お
い
て
は
、
防
衛
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
規
定
（
六
二
貿
第
三
九
七
六
号
）
を
定
め
、
当
該
規
定
に
基
づ

き
、
防
衛
秘
密
に
属
す
る
事
項
又
は
防
衛
秘
密
に
属
す
る
文
書
、
図
画
若
し
く
は
物
件
の
取
扱
い
に
関
し
、
秘
密
の
保
護
の

責
任
者
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
秘
密
を
取
り
扱
う
者
の
範
囲
を
必
要
最
小
限
と
す
る
こ
と
、
秘
密
の
表
示
を
明
確
に
行
う
こ

と
、
複
製
、
接
受
等
秘
密
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
手
続
を
厳
格
に
す
る
こ
と
、
秘
密
の
保
管
を
厳
重
に
行
う
こ
と
等
の
防
衛

秘
密
の
保
護
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
該
規
程
の
す
べ
て
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
防
衛
秘

密
の
保
護
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

官
吏
服
務
紀
律
（
明
治
二
十
年
勅
令
第
三
十
九
号
）
に
お
い
て
は
、
第
四
条
に
お
い
て
守
秘
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

「
国
家
公
務
員
法
の
規
定
が
適
用
せ
ら
れ
る
ま
で
の
官
吏
そ
の
他
政
府
職
員
の
任
免
等
に
関
す
る
法
律
」
（
昭
和
二
十
二

三



年
法
律
第
百
二
十
一
号
。
以
下
「
法
律
第
百
二
十
一
号
」
と
い
う
。
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
官
吏
そ
の
他
政
府
職
員
の

服
務
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
官
職
に
つ
い
て
国
家
公
務
員
法
の
規
定
が
適
用
せ
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
法
律
等

を
も
っ
て
別
段
の
定
め
が
さ
れ
な
い
限
り
、
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
特
別
職
の
国
家
公
務
員
に
つ
い
て

は
、
国
家
公
務
員
法
の
規
定
が
現
在
な
お
適
用
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
特
別
職
の
職
員
の
う
ち
法
律
第
百
二
十
一
号
施
行
の

際
に
存
し
て
い
た
職
に
あ
る
職
員
の
服
務
に
関
し
て
は
、
他
の
法
律
等
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
な
お
官
吏
服
務
紀
律

の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
国
務
大
臣
、
内
閣
官
房
副
長
官
、
政
務
次
官
、
大
臣
秘
書
官
等
に
官
吏
服
務
紀
律
の
適

用
が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

法
律
第
百
二
十
一
号
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
官
吏
服
務
紀
律
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
原
則
と

し
て
、
同
紀
律
の
各
条
項
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

五
に
つ
い
て

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
は
、
公
務
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と

四



に
よ
り
合
理
的
根
拠
に
基
づ
き
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
場
合
、
一
般
的
に
告
発
す
べ
き
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

五



別 紙  

防衛庁耶令粛51号   

日米相互防衛援助協定等に件う秘密保護法施行令（昭和29年政令第149号）第7粂  

の規定に基き、防衛秘密の保護に関する訓令を次のように定める。  

昭和33年7月7日  

防衛庁長官  左  藤  義  詮  

防衛秘密の保護に関する訓令  

改正 昭和37年10月12日庁訓電別号  
昭和37年11月18庁訓第丁3号  
昭和胡年10月18日庁訓零細号  
昭和朗年6月308庁訓第37号  
昭和即年1月6日庁訓第19号  
平成5年8月30日庁訓第45号  
平成9年ユ月17日庁訓零l号  

防衛秘密の保護に関する訓令（昭和29年防衛庁訓令第23号）の全部を改正する。  

目 次   

第1章 捻則（第1粂一第4粂）   

第2章 防衛秘密の保護（第5粂一幕9粂）   

第3章 秘密区分の指定、変更、解除及び標記の表示（第10粂一策12条）   

第4章 登録（第13粂・第14粂）   

第5章 通知及び掲示（第15粂一第17粂）   

第6章 複製等（第18粂一策23粂）   

第7手 伝遠、送達及び合議等（第24粂一策30粂）   

第8章 接受、保管及び貸出し（第31粂一第37粂）   

第9章 検査（第38粂・第39粂）   

第10章 回収及び破棄（第40粂一策42粂）   

第11章 雑則（第43条一策47粂）   

附則  

第1卓 絶則   

（目的）  

第1轟 この訓令は、防衛庁における防衛秘密の保護のため必要な措置を定めること   

を目的とする。   

（用語の定義）  

第2条 この訓令において「官房長等」とは、官房長、局長、幕僚長、統合幕僚会議   

事務局長、情報本部長及び調達実施本部等（防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研   

究所、技術研究本部及び調達実施本部をいう。以下同じ。）の長並びに防衛施設庁長  

［コ   
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官をいう。  

2 この訓令において「令」とは、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令   

をいう。  

3 この訓令において「関係職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。  

（1）当該防衛秘密に関する事務をつかさどる看で、次に掲げるもの（以下「管理者」  

という。）  

ア 内部部局にあっては、官房長又は局長の職に充てられない参事官、防衛審議  

官及び課長  

イ 陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部にあっては、部長又は課長及  

びこれに準ずる者として幕僚長が指定した者  

り 統合幕僚会議にあっては、事務局の幕僚室長及び統合幕僚学校の課長並びに  

これらに準ずる者として事務局長が指定した者並びに情報本部の情報官及び技  

術官並びに部長又は課長（通信所の課長を除く。）及びこれらに準ずる者とし  

て情報本部長が指定した着  

工 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関にあっては、幕僚長  

が指定した者  

オ 調達実施本部等にあっては、部長又は課長及びこれに準ずる者並びにこれら  

に準ずる者として調達実施本部等の長が指定した者  

力 防衛施設庁にあっては、部長又は課長及びこれに準ずる者並びにこれらに準  

ずる者として防衛施設庁長官が指定した者  

（2）管理者の職務上の上級者  

（3）前2号に掲げる者以外の者で、当該防衛秘密に係る起案、運用、調査研究等の  

事務を命ぜられたもの（以下「取扱者」という。）  

（4）当該防衛秘密に閲し、当該協議又は合議を受けるべき者  

（5）次条の保全責任者及びその職務を代行する職員  

（6）当該防衛秘密に属する文書、図画又は物件につき官房長等又はその指定した者  

から特にこれらの保管を命ぜられた者   

（保全責任者）  

第3集 官房長等又はその指定した者は、保全責任者を部下職員の中から指定するも   

のとする。  

2 保全責任者は、この訓令の定めるところによりその職務上の上級者である管理者   

又はその職務上の上級者の管理に係る防衛秘密に属する文書、図画又は物件の保管   

（前条第3項第6号に掲げる者による保管を除く。）及びこれに伴う事務を行なう   

ほか、事務次官の定めるところにより防衛秘密の保護を適切にするための措置を講   

ずるものとする。  

3 保全責任者の職務上の上級者である管理者は、保全責任者の補助者を指定するこ   
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とができる。  

4 保全責任者が不在等のため、その職務を行なうことができないときは、その職務   

上の上級者である管理者は、保全責任者の職葡を塩時に代行する職員を指定するこ   
とができる。   

（取扱者）  

第4集 取扱者は、官房長等又はその指定した者が、指定するものとする。  

第2章 防衛秘密の保護   

（防ちよう）  

第5集 職員は、防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件が探知、収集又   
は破壊されないように努めなければならない。   

（関係職員の範園の制限）  

第6集 防衛秘密の保護のため、関係職員の範囲は、必要最少限度にとどめなければ   
ならない。   

（特定防衛秘密の関係職員の指定）  

第7集 官房長等又はその指定した者は、第9条の規定により指定された防衛秘密に   

属する事項又は文書、図画若しくは物件については、あらかじめ、官房長等の定め   
るところにより、秘密保護の適格性を確認された看でなければ当該防衛秘密の取扱   

者及び保全責任者に指定してはならない。  

2 前項の秘密保護の適格性の確認は、管理者についてもこれを行うものとする○   

（紛失時等の措置）  

第8集 防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件が紛失し、漏えいし、若   
しくは破壊されたとき又はそれらの疑い若しくはおそれがあるときは、直ちに、次   
の各号に掲げる措置がとられなければならない。  

（1）関係職員は、適切な措置を講じ、その旨を職務上の上級者に報告しなければな  

らない。  

（2）関係職員以外の職員は、その旨を関係職員又は職務上の上級者に知らせなけれ  
ばならない。  

2 官房長等は、前項の事実を知ったときは、その事実の調査を行ない、かつ、防護   

上必要な措置を講じ、すみやかに、その旨を防衛庁長官（以下「長官」という。）   

に報告しなければならない。   

（特定防衛秘密）  

第9集 長官は、アメリカ合衆国政府との間に防衛秘密に係る協定又は細目取榛が締   

結された場合において、必要があると認めるときは、これらにより供与を受けるこ   

ととなる防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件を特別の保護を要する   

ものとして指定するものとする。  

2 前項の規定により指定された防衛秘密の保護の方法については、別に定める。  

［コ   
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第3章 秘密区分の指定、変更、解除及び標記の表示   

（秘密区分の指定）  

第10集 アメリカ合衆国政府から防衛秘密に属する事項若しくは文書、図画若しくは   

物件を供与されたとき、又は防衛秘密に属する文書、画画若しくは物件が複製若し   

くは製作されたとき、若しくは第18粂第1項の規定によりこれらの複製若しくは製   

作を承認するときは、官房長等は、アメリカ合衆国改府の秘密区分を明示した書類   

を添え、書面により、防衛局長を経て、長官へ進達しなければならない。  

2 防衛局長は、前項の防衛秘密につき、その内容を検討したうえ、秘密区分の指定   

に関する案を添えて長官の決裁を受けなければならない。  

3 秘密区分の指定は、前項に規定する長官の決裁があった時をもって行われたもの   

とする。   

（秘密区分の変更及び解除）  

第11集 防衛秘密の秘密区分の変更又は解除は、前条に準じて行うものとする。   

（標記の表示）  

第12条 令第3粂の標記は、防衛秘密に属する文書又は図画についてはその右上部及   

び左下部に、物件についてはその適当な場所に表示しなければならない。ただし、   

やむを得ないときは、他の場所に表示することができる。  

第4章 登録   

（登録）  

第13集 官房長等は、秘密区分の指定が行なわれたときは、すみやかに、これを防衛   

秘密登録簿（以下「登録簿」という。）に登録するものとする。  

2 官房長等は、秘密区分の変更又は解除が行なわれたときは、すみやかに、登録簿   

の登録を変更し、又はまつ消するものとする。  

3 第1項の登録簿は、別記第1号様式のとおりとする。   

（登録番号の表示）  

第14集 秘密区分の指定のある防衛秘密に属する文書又は図画についてはその左上部   

に、物件についてはその適当な場所に、畳鰯番号を表示するものとする。ただし、   

やむを得ないときは、他の場所に表示することができる。  

2 前項の表示は、別記第2号様式fこよるものとする。  

3 第1項の表示ができないとき、又は表示をすることが適当でないときは、これを   

行なわないことができる。  

4 前項の規定により第1項の表示を行なわないときは、当該登録者号その他所要の   

事項を関係者に対し、文書により、通知しなければならない。  

第5章 通知及び掲示   

（通知）  

第15条 令第2粂第4項並びに第4粂第1項及び第2項に規定する通知は、別記第3   
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号様式に上るものとする。  

（掲示）  

第16条 令第5粂に規定する掲示ほ、官房長等又はその指定した暑が行うものとする。  

2 前項の掲示が行われたときは、官房長等は、その掲示の場所、期間及び必要とす   

る理由等を附して、長官へ報告しなけれはならない○  

き 幕1項の掲示は、別記第4号様式によるものとする○  

（掲示施設内への立入）  

第1ア条 令第5粂に規定する掲示のある施設内には、その掲示を行った者の許可を受   

けた着でなければ立ち入らせてはならない。  

第6章 複製等  

（複製等の承認）  

第柑条 防衛秘密に属する文書、図画又は物件を複製又は製作するときは、あらかじ   

め、官房長等の承認を得なければならない。  

2 前項の東認を得ょうとするときほ、複製又は製作する理由、その数量、送付先、   

委託先等を明示しなけれはならない。  

（文書及び図画の外部への委託の禁止）  

第19条 防衛秘密に属する文書又は図画の複製又は製作は、政府較関以外の者に委託   
してほならない。  

（物件の外部への委託）  

第20条 防衛秘密に属する物件の製作、修理、実験、調査研究、複製等（以下「製作等」   
という。）を政府機関以外の者に委託するときは、官房長等の許可を受けなけれはな   

らない。  

2 防衛秘密に属しない物件の製作等を政府機関以外の老に委託するとき、又は前項   

の規定に上り防衛秘密に属する物件の製作等を政府機関以外の者に委託するとき   

は、前条の規定にかかわらず、官房長等の許可を受けて、当該物件の製作等に必要   

な防衛秘密に属する文書又は図画の複製又は製作をその委託先に委託することがで   

きる。  

（委託時の調査）  

第21集 前条の規定により、政府機関以外の者に、防衛秘密に属ナる物件の製作等   

を委託するとき、又は防衛秘密に属する文書若しくは図画の複製若しくは製作を   

委託するときは、当該政府機関以外の者について厳密な調査を行ない、秘密保護   

上支障がないことを確認した後、委託の許可を申請しなければならない。  
（秘密保護に関する契約条項）  

第22条 令第6粂に規定する秘密保持に関する規定は、特に支障のない限り、別記窮   
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5号様式の基準によるものとする。   

（技製等の登録等）  

第23粂 防衛秘密に属する文書、図画又は物件を複製又は製作したときは、帯12条か   

ら第14粂まで及び第36粂の規定lこ準じて、霞記等の表示、登録又は登載をしなけれ   

はならない。  

第7章 伝達、送達及び合議等   

（外部への伝達及び送達）  

第24条 防衛庁以外の者に防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件を伝達   

又は送達するときは、長官の許可を受けなければならない。ただし、第加粂の規定   

による委託並びに第33粂第1項及び第2項の規定による貸出しに係る伝達又は送達   

については、この限りでない。  

2 前項本文の規定にかかわらず、政府機関に文書若しくは図画の複製若しくは製作   

を委託する場合又は防衛庁以外の者に物件の製作等を委託する場合において、当該   

文書若しくは図画の製作又は物件の製作等に必要な防衛秘密に属する事項又は文   

書、図画若しくは物件をその委託先に伝達又は送達するときは、官房長等の許可を   

受けてこれらを行なうことができる。  

3 第21粂及び令第6粂の規定は、第1項本文の規定により許可を受けて防衛秘密に   

属する事項又ほ文書、図画若しくほ物件を伝達又は送達する場合で、その相手方が   

政府続開以外の着であるときについて準用する。  

（文書、図画及び物件以外の方法に上る伝達）  

第25条 防衛秘密に属する事項を文書、図画及び物件以外の方法に上り伝達するとき   

は、その秘密区分せ明示するほか、その秘密の保護につき注意をうながす等必要な   

措置を講じなければならない。  

2 防衛秘密に属する事項を電信により伝達するときは、所定の暗号によらなけれlざ   

ならない。  

3 いかなる場合においても、防衛秘密に属する事項を電話により伝達してはならな   

い。  

4 防衛秘密に属する事項を文書、図画及び物件並びに口頭、電信及び電話以外の方   

法により伝達するときは、官房長等（内部部局にあっては、官房長）の定めるとこ   

ろによる。  

（送達の方法）  

第26粂 防衛秘密に属する文書、図画又は物件を送達するときは、関係職員が携行す   

るものとする。ただし、極秘又は秘の指定のあるものについては、管理者又はその   

職務上の上級者の指定する職員が携行することができる。   
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2 管理者又はその職務上の上級者の指示があるときは、前項の規定にかかわらず、   

極秘又は秘の指定のある防衛秘密に属する文書、鼠画又は物件を次の各号により、   

郵便法（昭和22年法律第165号）第58粂第1項に規定する書留で郵送することがで   

きる。  

（1）極秘の指定のあるものについては、第1種郵便  

（2）秘の指定のあるものについては、第1種郵便又は小包  

3 前2項の方法により送達することができないとき又は送達することが不適当であ   

るときは、官房長等（内部部局にあっては、官房長）の定めるところに上る。  

（文書及び区画の封筒等）  

弟27条 防衛秘硬に屈する文書又は図画を送達するときは、封筒又は包装を二重にし   

て封かんしなければならない。ただし、関係職員が携行する場合で、秘密の保謹上   

支障がないと認めたときは、この限りでない。  

2 前項の封筒又は包装には、不透明質のものを用い、秘密区分をその内例のものの   

みに表示するものとする。  

（物件の包装）  

第28条 防衛秘密に属する物件を送達するときは、前条の規定を準用するほか、窃取、   

破壊、盗見等の危険を防止するため、包装を厳重にする等の措置を講じなければな   

らない。  

（受領証等）  

第29条 防衛秘密に属する文書、図画又は物件を送達するときは、これらの授受を明   

確にするため、受領証又は官房長等（内部部局にあっては、官房長）の定める簿冊   

に、あて名人又は関係職員の受領の認印を敬するものとする。  

（合議等）  

第30条 機密又は極秘の指定のある防衛秘密に属する文書又は図画についての合議等   

（決裁を受け、又は合議をし、若しくは供覧することをいう。次項において同じ。）   

は、関係職員が当該文書又は図画を携行して直接行なわなければならない。  

2 防衛秘密に属する文書又は図画についての合議等は、当該文書又は図画を赤色調   

の容器又は封筒に入れて行なわなければならない。ただし、罪併載負が携行して直   

接行なう場合で、秘密の保護上支障がないと認めたときは、この限りでない。  

第8章 接受、保管及び貸出し  

（文吉及び回画の接受）  

第31粂 封かんされている防衛秘密に属するュ喜又iエ回画は、あて名人又はその指定   

した関係職員でなければ開封してほならない。  

2 防衛秘密に属する文書又は図画を接受したときは、異状の有無を確かめた後、官   
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房長等（内部部局にあって－ま、官房長）の定める簿冊に登載のため、保全責任者に  

交付しなけれはならない○  

（文書及び図画の保管）  

第32条 防衛秘密に属する文書又は図画は、保全責任者が保管するものとする。  

2 官房長等は、防衛秘密に属する文書及び図画の保管が集中して行なわれる上う努  

めなけれはならない。  

3 前項の集中保管の基準は、褒務次官が定める。  

4 第1項の規定に上る保管については、官房長等（内部部局にあっては、官房長）  

の定めるところに上り、これを明確にしなけれはならない。  

（文書及び図画の貸出し）  

第33集 防衛秘密に属する文書又は図画は、関係職員で管理者の承認したもの以外の  

者に貸し出してはならない。ただし、長官の許可を受けたときは、これらを防衛庁  

以外の者に貸し出すことができる。  

2 前項の規定にかかわらず、政府機関に文書若しくは図画の複製若しくは製作を委  

託する場合又は防衛庁以外の者に物件の製作等を委託する場合において、当該文事  

若しくは図画の製作又は物件の製作等に必要な防衛払密に属する文書又は図画をそ  

の委託先に貸し出すときは、官房長等の許可を受けてこれを行なうことができる。  

3 第21粂及び令第6粂の規定は、第1項ただし亭の規定に∴とり防衛秘密に属する文  

書又は図画を貸し出す場合で、その相手方が政府機関以外の着であるときについて  

準用する。  

4 前条第4項の規定は、防衛秘密の文書又ほ図画の貸出しについて準用する。  

（文事及び図画の保管容器）  

第34条 防衛秘密に属する文書又は図画は、その秘密区分に従い、少くとも、次の各  

号に掲げる容器に保管しなければならない。  

く1）校密は、三段式文字盤かぎのかかる金庫  

（2）極秘は、≡段式文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱  

（a〉 秘ほ、かぎのかかる鋼鉄製の箱  

2 前項の規定によることができないときは、官房長等（内部部局にあっては、官房  

長）の定めるところにユる。  

（物件の接受、保管及び貸出し）  

肺魚防衛踊に属する鮒の臨床管及び貸出しについては、前4如規定を  

□    準用するほか、必要な事項は、官房長等（内部部局にあっては、官房長）が定める．  
（登載）  

第36集 保全責任者は、その保管に係る防衛秘密に属する文書、図画又は物件につい   
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て、通知、送達、回収又は破棄が行なわれたときは、その旨を第31粂第2項に規定   

する簿冊に登載するものとする。  

（保管状況報告）  

第37集 官房長等は、防衛秘密に属する文書、図画又は物件について、6月末及び12   

月末現在の保管状況を長官に報告しなければならない。  

2 前項の報告は、別記第6号様式に上り行なうものとする。  

第9車 検査  

（定期検査及び臨時検査）  

第38条 官房長等は、防衛秘軌こ属する文書、図画文I主物件の秘密の保護の状況につ   

いて、定期検査を年1回以上実施しなければならない。  

2 官房長専は、前項の定期検査のほか、必要があるときは、防衛秘密に属する文書、   

図画又は物件の特定のものについて、その秘密の保護の状況を臨時に検査するもの   

とする。  

3 前2項の検査は、官房長等が指定する関係職員に行わせることができる。  

（引継時の検査）  

第39集 管理者又はその職務上の上級者は、保全責任者が転勤等により交代したとき   

は、確実に事務の引継ぎを行なわせ、その状況を検査しなければならない。  

第10手 回収及び破棄  

（回収）  

第40集 官房長等は、必要があると認めるときは、その所掌に係る防衛秘密に属する   

文書、図画又は物件を回収することができる。  

2 官房長等は、防衛秘密に属する文書、図画又は物件を送達するときは、これらの   

回収の時期について条件を付けることができる。  

3 官房長等は、前項の規定により付けた条件を変更し、又は解除することができる。  

4 官房長等は、前項の規定に上り条件を変更し、又は解除したときは、その旨を関   

係者に対し、文事により、通知しなけれほならない。  

（破棄）  

第41条 保全責任者は、その保管に係る防衛秘密に属する文書、図画又は物件につい   

て、官房長尊から破棄するよう指示があったときは、管理者の指定する関係職員の   

立会いのもとに、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊その他の方法により確実に破棄し   

なければならない。  

2 防衛秘密に属する文書、図画又は物件を保管し又は所持する職員は、秘密の保護   

上真にやむを得ないと認める相当の理由があり、かつ、他に秘密を保護する手段が   

ないと認めたときは、これらを破棄することができる。   
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3 前2項の規定にエウ、防衛秘密に属する文書、回画又は物件が破棄されたときは－   

その旨を官房長等に報告しなければならない。  

（不用文書等の措置）  

第42条 管理者又はその職務上の上級者は、その管理する防衛秘密に属する文書、図   

画又は物件が不用となったときは、官房長等に対し、これらについて破棄又は回収   

の指示を戎めるものとする。  

第11章 雑則  

（指定前の防衛秘密についての特例）  

第43集 防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件で．まだ秘密区分の指定   

をされていないものに対するこの訓令の適用については、アメリカ合衆国政府の秘   

密区分に相当する秘密区分の指定がされているものとして取り扱うものとする。  

（複製又ほ製作中の取扱い）  

第44粂 複製又は製作中の文書、図画又は物件で、その複製又は製作の完了後防衛秘   

密に属することとなるものについては、防衛秘密に属する文書、図画又は物件に準   

じて保護しなけれはならない。  

（法令に基づく立入り等についての特例）  

第45条 第17粂及び第24粂の規定にかかわらず、防衛庁以外の政府機関の職員が法令   

に基づき職務のため令第5粂に規定する掲示のある施設内に立入りを求め、又は防   

衛秘密に属する事項若しくは文書、図画若しくは物件の伝達若しくは送達を求めた   

場合における当該立入り又は伝達若しくは送達については、事務次官の定めるとこ   

ろによる。  

（協議及び協力）  

第46条 官房長等は、防衛秘密の保護につき、常に協議し、及び調整するほか、相互   

に協力するものとする。  

（委任規定）  

第47条 この訓令の実施に閑し必要な事項は、官房長等（内部部局にあっては、官房   

長）が定める。  

2 この訓令により難いときは、官房長等（内部部局にあっては、官房長）は、長官   

の承認を得て、特別の定めをすることができる。  

附 則   

この訓令は昭和33年7月20日から施行する。  

附 則（昭和訂年10月㍑日庁訓帯封号）   

この訓令は、昭和37年10月12日から施行する。  

附 則（昭和訂年11月1日庁訓努乃号）（桝   
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1 この訓令は、昭和37年11月1日から施行する。  

附 則（昭和亜年10月18日庁訓第謂号）  

1 この訓令は、昭和朗年1月1日から施行する。  

2 改正後の防衛秘密の保護に関する訓令（以下「新訓令」という。）第13粂第3項及   

び第14粂第2項の規定はこの訓令の施行の日以後秘密区分が指定される防衛秘密に  

属する事項又は文書、図画若しくは物件の登録及び登録番号の表示について、新訓  

令第22粂の規定はこの訓令の施行の日以後日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護  

法施行令第6粂の規定により契約条項に設けられる秘密保持に関する規定について   

適用する。  

3 この訓令の施行前に改正前の防衛秘密の保護に関する訓令の規定によりされた手   

続は、新訓令の相当規定によりされた手続とみなす。  

附 則（昭和59年6月30日庁訓第37号）（抄）  

1 この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。  

附 則  

この訓令は、  

附 則  

この訓令は、  

附 則  

この訓令は、  

（昭和卯年4月6日庁訓第1g号）  

昭和60年4月6日から施行する。  

（平成5年6月知日庁訓第45号）  

平成5年7月1日から施行する。  

（平成9年1月17日庁訓第1号）  

平成9年1月20日から施行する。  

□   
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別言己第3号様式   

その2 （変更通知書）  

年  月  日  

殿  

長   官   名  

防衛秘密について（通知）   

標記について、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令（昭和四年政令第  

った 149号）頂≡重量三雲‡の貌定に基づき、下記のとおり‡ ‡  

ので通知する。  

記  

1登録者号及び防衛秘密の名称  

2 従前の秘密区分  

3 変更された秘密区分  

4 変更年月日  

別盲己第3号様式   

その3 （解除通知書）  

年  月  日  

殿  

長  官  名  

防衛秘密について（通知）   

標記について、 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令（昭和却年政令第  

149号）倭…裏芸…箋‡の規定に基づき、下記のとおり催 当  

ので通知する。  

記  

1登録者号及び防衛秘密の名称  

2 従前の秘密区分  

3 解除年月日   
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別記第4号様式  

注 意  

禁止する。   

許可を受けないで‡諾臣蓋葺言……寺宝と‡を  

以上のとおり、日米相互防衛援助協定等に件う  

秘密保護法施行令第5粂の規定により掲示する。  

年  月  日  

防  衛  庁  

備 考   

大きさは、適宜とする。  

別書己第5号様式  

防衛秘密の保護に関する特約条項  

（乙の一般義務）  

第1条 乙は、主たる契約条項に基づく防衛秘密の保護に関しては、この特約条項匿   

定めるところにより、秘密保護の万全を期さなけれはならない。  

2 乙は、乙の従業員又は下請負者の故意又は過失により防衛秘密が漏えいしたとき   

であっても、管理者としての責任を免れることはできない。  

（送達）  

第2条 甲は、防衛秘密に属する文書、図画又は物件を乙に交付するときは、秘密区   

分の標記を附し、書面をもって送達するものとする。  

（特定資料）  

第3条 乙は、主たる契約の説明書、仕様書、計算書、図表等のうち、秘密区分の指   

定のある防衛秘密に属する文書又ほ図画（以す「特定資料」という。）を本工事に関   

係のない老に供覧し、又は漏えいしてはならない。  

2 本工事に関係のある者に対しても、作業に必要な限度をこえて特定資料を供覧し、   

又は漏えいしてはならない。  

（特定物件）  

第4条 乙は、秘密区分の指定のある防衛秘密に属する物件（以下「特定物件」とい   

う。）について、その保管中取扱いの慎重を期し、本工事に関係のない者に供覧して   
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はならない。  

2 本工事に関係のある者に対しても、作業に必要な限度せこえて特定物件を供覧し   

てはならない。  

（特定資料並びに特定物件の複製及び写真撮影）  

算5集 乙は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製し、又は特   

定物件の見取臥試換成凍表等の製作若しくは写真撮影をしようとするときは、あ   

らかじめ、甲の許可を受けるものとする。  

（実施報告）  

第6条 乙は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したとき、又は前条の規定   

により特定物件の見取図、試験成標蓑等の製作若しくは写真撮影したときは、すみ   

やかに、その旨を甲に書面に上り報告するものとする。  

（標記の表示）  

第7条 乙は、特定資料又は特定物件を複製又は製作したときは、甲の指示により、   

これらに秘密区分、登点番号等の標記を表示するものとする。  

（立入禁止）  

第8粂 乙は、本工事忙関係のない薯を、みだりに、作業場、倉庫等の施設に立ち入   

らせ、又はこれらの附近をうろつかせてはな・らない。  

2 本工事に関係のある薯に対しても、作業に必要な限度をこえて前項の施設に立ち   

入らせてはならない。  

（エ事等の下請負）  

第9条 乙は、特定物件の製作等を他の業者に下請負させてはならない。ただし、や   

むを待ず下請負をさせるときは、その下請負先、契約内容、秘密保護の手段等を記   

した書面を添えて甲の許可を受けるものとする。  

（秘密保全規則）  

第10集 乙は、社（エ場）内及び下請負先における防衛秘密の保護を確実に行なうた   

め、この特約条項締結の日から1箇月以内（着エの時期が1箇月以内に到来すると   

きは着エの日まで）に秘密保護に関する規則を作成のうえ、甲の確認を受けるもの   

とする。ただし、その規則がすでに作成され、甲の確認済みであるときは、特別の   

指示がない限り、届出をすれは足りる。  

2 前項の規則には、次の各号に示す事項を明らかにした条項を規定するものとす   

る。   

川 床管責任者及び取扱者の任命の方法及び責任範囲   

ほ）秘密区分の標記の表示方法  

13）防衛秘密の保管及び取政いのため必要な簿冊の整筒   
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（4）社（工場）内lこおける立入禁止に関する措置  

（5）防衛秘密に属する文書、図画又は物件の複製及び写真最財こ関する手続及び方  
法  

（6）防衛秘密に属する文書、図画又は物件の接受、送達、保管、貸出し、引継ぎ及   
び返納に関する手続及び取扱方法  

（7）防衛秘密に属する物件の下請負先における秘密保護に関する措置  

（8）防衛秘密の保護状況の検査に関する事項  

（9）非常の場合の措置   

帥 防衛秘密の漏えい、紛失、破棄等の事故が発生したときの措置   

仙 その他必要な事項  

（特定資料の返納等）  

第11集 乙は、甲が交付した特定資料及び第5粂により製作したすべての資料を契約   

終了後、直ちに、甲に返納又は提出しなければならない。  

（検査）  

第12集 乙は、防衛秘密の取扱いのため必要な簿冊を整備し、毎月1回以上防衛秘密   

の保護の状況について点検を行ない、甲又は甲の代理者の検査を受けなけれはなら   

ない。  

2 甲又は甲の代理者は、必要があると認めたときは、前項の検査を行なうほか、防   
衛秘密の保護の状況を検査し、又は必要な指示を乙に与えることができる0  

3・前2項の規定は、乙の下請負業者について準用する。  

（事故発生時の措置）  

第13集 乙は、防衛秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い   

若しくはおそれがあったときは、適切な措置をとるとともにその詳細を、すみやか   

に、甲に報告しなけれほならない。  

□   
二
一



二
二


